
改革工程表２(年度別計画）

解決すべき課題及び取り組むべき項目

１　債務超過の解消

 
［H18.9月財政支援実施］

２　保有土地の処分

（１）県などの保有土地の計画的買い戻し

（一般公共部門：公有用地）（48.5ha）

［19.4ha］

（一般公共部門:代行用地,桜の郷)
(28.3ha) 　 　

［0ha］

（２）ひたちなか地区等の処分策

（ひたちなか地区）(34.8ha)

（ひたちなか地区）(11.0ha) 事業用定期借地（契約期間：H16～H36）

（土浦市滝田地区）（2.0ha）

［市と協議実施（１回）］

※注  ［　　］は，目標達成状況を，【　　】は修正後の目標を表示

土木部長，都市局長，都市計画課長，企画部
長，つくば・ひたちなか整備局長，つくば地域振
興課長，ひたちなか整備課長，総務部長，出資
団体指導監

団体名及び所
属部局・課名

改革遂行
責任者

平成20年度平成18年度 平成19年度

茨城県土地開発公社
土木部都市局都市計画課
企画部つくば・ひたちなか整備局つくば地域振
興課

9.1ha 5.0ha 4.9ha 2.6ha5.5ha 2.6ha 2.4ha

理事長，副理事長，常務理事

・国の土地開発公社経営健全化対策の活用
等（平成１８年３月「土地開発公社の経営の
健全化に関する計画」を国に提出）

2.0ha

予算措置

公募・地区計画の見直し

売却の検討

［0.4ha］

代行用地（桜の郷地区)については，各年度の分譲実績に応じて買い戻す。

2.7ha

　現在保有の公有用地については5年以内に買い戻す。

平成21年度 平成26年度 平成27年度平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【2.0ha】



解決すべき課題及び取り組むべき項目 平成20年度平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成26年度 平成27年度平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（３）代替地の処分策　　　　　　　　　　　

　　　【市街化区域】

（一般公共部門）（４地区：0.7ha）

(新線関連部門）（２地区：0.1ha）

　　　【市街化調整区域】

（一般公共部門）（36地区：8.2ha）

(新線関連部門）（31地区：11.5ha）

３　組織事業の見直し

　開発公社との全面的一体化等

４　進行管理結果の公表

※注  ［　　］は，目標達成状況を，【　　】は修正後の目標を表示

［2地区0.1ha］

［3地区0.4ha］

毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに，土地開発公社及び県のホームページ等で公表。

［H18.4月統合済］

組織改編による全面的一体化

各年度概ね3地区約1ｈａを目標に処分を進める。

［3地区0.5ha］

２地区
0.1ha

［0地区0ha］

各年度概ね３地区約１haを目標に処分を進める。

４地区
0.7ha

高速道路課を
廃し，公共用
地課に統合
新線関連部を
2課から１課
体制へ縮小
（H18.4月）

公共用地
課と開発公
社用地建
設課を統合
し，全面的
一体化を完
了
（H20.4月）


